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 はじめに

有機農業とは、有機農業の推進に関す
る法律の定義によれば、「化学的に合成さ
れた肥料及び農薬を使用しないこと並び
に遺伝子組換え技術を利用しないことを
基本として、農業生産に由来する環境へ
の負荷をできる限り低減した農業生産の
方法を用いて行われる農業」のことであ
る。令和３年５月に農林水産省が公表し
た「みどりの食料システム戦略」（１）では、
2050年までに耕地面積に占める有機農業
の取組面積の割合を25%（100万ヘク
タール）に拡大することが目標として掲
げられている。しかし日本の有機農業の
現状は、農地に占める有機ＪＡＳ認証取
得農地の割合は0.3％、有機ＪＡＳ認証を
取得せずに有機農業を営む農地を加えて
も0.6％にしかならない。設定された高い
目標に向け日本の有機農業を大幅に拡大
するためには、国内農産物の販売先の過

半を占めるＪＡ（農協）による有機農業
の推進（生産・販売両面において）が必
要だろう。しかし、現状は、ほとんどの
ＪＡが有機農業に対して推進するという
より、むしろこれまでは消極的であった。
本稿では、その中で例外的に有機農業を
推進してきたＪＡの事例を取り上げ、Ｊ
Ａによる有機農業推進を通じた日本の有
機農業の拡大の可能性を探りたい。

１　日本の有機農業とＪＡ

（１）　欧米諸国との比較
世界全体を見れば、有機食品市場はこ
の10年間で2.2倍に拡大し、拡大する需
要に合わせて有機農地面積も10年間に倍
増しているが、日本の有機市場や有機農
地面積はその間50%程度の増加となって
いる。世界に比べて日本の有機農産物の
需給双方の伸び率は低く、その背景には
そもそも高温多湿で病害虫や雑草が多い
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という気候風土や、欧米に比べて１人当
たりの有機食品消費額が格段に少ないこ
とがあるが、消費者の意識の変化やＳ
ＤＧｓへの関心の広がりもあって有機食
品市場は着実に拡大しつつあり、今般の
政府の「みどりの食料システム戦略」は
それをさらに後押しするものと期待され
る。
欧米諸国の有機農地面積は草地・放牧
地の占める比率が高く、有機農業がとり
わけ盛んなヨーロッパを見れば、農地の

9.2%が有機農地であり、そのうち42%
が草地や放牧地、48%が耕地となる。ま
た、耕地で作られる有機農産物としては
穀物が多い。これに対し、日本の場合は
有機農地の殆どは耕地であり、中でも野
菜の比率が高いことに特徴がある。有機
農産物と格付けされた農産物の約７割を
野菜が占め、総生産量に占める有機ＪＡ
Ｓの割合も、野菜は０.46%であり、例え
ば米の0.1%を大きく上回る（表）。

有機農地面積の比率の低さは、有機農業
に取り組む農家の比率の低さでもある。農
林水産省によれば、2010年において有機
ＪＡＳ取得農家は約4000戸、有機ＪＡＳ
を取得せずに有機農業に取り組む農家は約
8000戸と推定されており、全農家数の
0.5%しかいない（２）。有機ＪＡＳ取得農家
が100戸以上いる道県が13という数値に、
各地に散在している有機農家の実態が感じ

られると思う。

（２）　有機に取り組む生産者の意向
有機農業に取り組む生産者の動機は、
農林水産省が行った意向調査（３）によれば、
「よりよい農産物を提供したい」が約７割
で最も高く、「農薬・肥料などのコスト低
減」「農作業を行う上での自身の健康のた
め」「環境負荷を少なくしたい」がそれぞ

表　品目別の総生産量に対する有機ＪＡＳ（国産）の割合（2019年度）表 品目別の総生産量に対する有機ＪＡＳ（国産）の割合（２０１９年度）  

 

資料：農林水産省「有機農業をめぐる事情」（２０２２年７月版） 
資料：農林水産省「有機農業をめぐる事情」（2022年７月版）
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れ３割強程度で続く。一方、有機農業の
課題として挙げられたのは「人手が足り
ない」「栽培管理に手間がかかる」という
労力の問題に約５割ずつの回答となった。
有機農産物の単価は慣行栽培のそれより
も高いが、特に除草に費やす労力の多さ
がネックとなっている。
有機農業に取り組む農業者の平均年齢
は慣行栽培のそれよりも若く、2010年世
界農林業センサスを基に農林水産省が
行った推計では、有機農業者の平均年齢
は59歳程度で、農業者全体よりも約７歳
若い（４）。また、特に農外から新たに農業
に取り組みたいと参入する若者は有機農
業への関心が高く、そのような農業者の
２〜３割は有機農業に取り組んでいると
の統計もある（５）。農業において次世代の
農業者の確保は喫緊の課題であり、多く
の地域で新規就農希望者への支援を行っ
ている中、有機農業を目指す新規参入者
を取り込むことは地域農業の維持につな
がる。他方、慣行栽培から有機農業への
転換も期待されるが、現状は特別栽培（農
薬・化学肥料を50%削減）には取り組ん
でも、そこから農薬・化学肥料を用いな
い有機農業への転換は、農法の抜本的な
変換を意味し、なかなか難しい。農業者
の減少と高齢化の中で、むしろ労力を要
する有機農業から慣行栽培への転換を余
儀なくされているケースも多い。その中
で有機農業に取り組む人材を確保するに
は、有機農業独自の技術の取得と労力の
削減といった技術面の改善がセットで進
まなくてはならない。
一方、同じ意向調査によれば、有機農産
物の販売先としては、ＪＡという回答が約
５割であり、消費者個人と相対で取引や直

売所（それぞれ約３割）を上回って１位の
販売先である。出荷先としてのＪＡの比率
は減りつつあるといえども、最新の2020
年センサスにおいて、農産物販売金額１位
の出荷先は64.3％と、ＪＡ以外の集出荷
団体（9.7％）や消費者に直接販売（8.9%）
を圧倒的に上回っており、「有機農業の取
組面積25%」という数値を目指すには、
有機農業へのＪＡの後押しは必須だ。
しかし、特に有機野菜の生産農家の多
くは、規模の小さい少量多品種の経営で
ある。とりわけ新規参入の有機農業者は
小規模な経営からスタートするのが一般
的だ。少量多品種の生産形態は多くのＪ
Ａの目指す特定品目の産地化、ブランド
化を通じた高単価の確保とは馴染みにく
いこともあり、多くのＪＡは有機農産物
の販売に対してこれまではむしろ消極的
であったと言えるだろう。
本稿では、その中でＪＡとして有機農
業の人材育成と有機農産物の販売を通じ
て有機野菜生産を伸ばしている事例とし
て茨城県にあるやさと農業協同組合（以
下「ＪＡやさと」という）の取り組みを
紹介する。

２　ＪＡやさとの有機農業の概要と経緯（６）

（１）　ＪＡやさとの概要
有機農業を推進するＪＡとして有名な
のが、ＪＡやさとである。筑波山の麓、
いかにも長閑な農村風景の広がる地にあ
るＪＡやさとは、正組合員数3833人、准
組合員数1135人、販売取扱実績28億円
（畜産物12億円、野菜５億8000千万円、
果実４億円）の小さな農協である。
ＪＡやさとの有機農業への取り組みの
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きっかけは、1976年から始まった東都生
協との卵の産直活動であった。1995年か
らは東都生協と野菜ボックスの取り扱いを
開始した。当初多かった野菜ボックスの契
約数が減る中でも買い支え続けてくれる消

費者に、より価値の高い有機野菜を届けた
いと、ＪＡの職員が、以前から有機農業に
取り組んでいた農業者を口説いて回り、
1997年に生産者９人で有機栽培部会を立
ち上げた（写真１、２）。

やさと管内で有機農業をやりたいという
就農希望者の存在をきっかけに、ＪＡは
1999年に有機農業に特化した研修施設
「ゆめファームやさと」を開設し、研修生
を受け入れ続けている。研修生全員が就農
し、これまでに３軒が家庭の事情などで離

農・休業したが、それ以外は農業を継続し
ている。2017年には、ゆめファームを立
ち上げたＪＡの元職員が行政に移り、廃校
を利用した有機農業の研修農場「朝日里山
ファーム」を開設した。管内２つの研修農
場から毎年２軒が有機栽培部会に加わるこ

写真１　ＪＡやさとの有機栽培部会

写真２　ＪＡやさと有機栽培部会のロゴマーク
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とになった。現在有機栽培部会の加入者は
31軒、その８割以上は他地域の非農家出
身者、いわゆるＩターン就農者である。部
会員の平均年齢は44歳ととても若い。
生産者の増加とともに有機栽培部会の販
売高は増えており、ＪＡやさとの野菜の販
売額の半分を占めるようになった。
有機栽培部会のメンバーは全員有機ＪＡ
Ｓ認証を取得している。有機ＪＡＳ認証を
取得する意義を、「自らがきちんとやって
いることの対外的な証明」と認識してい
る。

（２）　ＪＡやさとによる有機農産物の販売
有機農業に取り組むＩターン就農者が

定着できている最大の理由は、ＪＡが有
機農産物を売っていることであり、新規
就農者にとって就農当初から安定した販
路が確保されていることである。有機農
業をやりたい人は多いが、その人たちが
行き詰まるのは販売である。しかしここ
では作ることに専念できる。
有機野菜の販路は７割が生協、２割が
量販店、１割が市場出荷向けであり、全
体で30程度の販売先にＪＡはきめ細かく
販売する。
販売先の生協は大手生協が５社と中小生
協が５~10社程度、取引額が大きいのは
東都生協、パルシステム、よつ葉生協だが、
量や種類のニーズはそれぞれの生協で異な
る。毎年全生産者の生産・出荷計画を取り
まとめ、半年毎に生協に提示している。生
協との取引は単価が１シーズンごとに統一
されており、生産者にとって所得が予測で
きるメリットがある。
安定的に販路があっても毎月決まった
数が売れるとは限らず、ＪＡの販売担当

者は、いくつもの取引先の中で全体とし
て安定させ、販売が苦しい時は売り方を
提案して買ってもらう努力を続けている。
たとえば、生協の有機野菜の定期ボック
スを通じて販売量を固定させるようにす
る。以前は野菜が足りなかったり余った
りと大変だったこともあったが、今では
「この時期に余るだろう」というようなこ
とは年の傾向として分かるので、他の販
路に売り込みをかけるなどして対応して
いる。
ＪＡやさとがこのようなきめ細かな販売
戦略をとれる要因として、この地域がどの
ような作物も作れる土地柄であること、規
模の小さい未合併ＪＡであること、そのた
めもともと産直を主体に少量の産品を販売
先ごとに細かく売ることを通じて販売を伸
ばし、販路を増やしてきたことがある。こ
のやり方を有機栽培部会でも引き継いでき
たのである。
有機農産物の販売は基本的にはＪＡへの
委託販売であり、有機栽培部会でプール精
算する。毎年２人ずつ部会員が増えること
もあり、有機農産物の販売額は対前年
110%で増えており、今は販路が確保され
ていても、今後は販路をさらに増やし広げ
ていかなくてはならない。ＪＡはこれにつ
いて、生協での販売の着実な積み上げと、
スーパーからの細かい受注の確保など、販
路の多角化を目指している。

（３）�　有機農業者の育成のための「ゆめ
ファームやさと」
1999年度に開設されたＪＡやさとの研
修農場「ゆめファームやさと」の圃

ほ

場
じょう

面
積は約２ヘクタール。元はＪＡが管理して
いた桑畑であり、研修施設（倉庫、会議室
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など）は蚕の飼育所を改装したものだ。圃
場は有機ＪＡＳ認証を取得している。
「ゆめファームやさと」は、毎年研修生
１家族を受け入れる。研修期間は２年で

あり、１年間ずれながら常時２家族が研
修している。研修生１家族ごとに圃場90
アールとハウス１棟、農機具などが貸与
される（写真３）。

研修生の受け入れ条件として「夫婦」で
あることを基本としている。夫婦で研修に
来る人は生活がかかっており、真剣だから
との理由だ。研修生はさまざまなルートで
応募してくる。研修希望者の動機は初めか
ら「有機志望」というよりは、「農業をや
りたい」が多い。
ゆめファームには研修生に栽培技術を教
える専属の講師はいない。研修生には先輩
有機農家が世話役として割り当てられる。
世話役農家は技術指導のほか農地探しなど
の相談を受ける。こうした世話役農家に対
しては約10年前から年間９万円の助成を
行うようにしている。世話役農家が常時付
きっきりで研修生を指導するわけではな
く、研修生は必要に応じて世話役以外の先
輩農家にも教えを乞いつつ、試行錯誤する。
また、研修圃場には１年目と２年目の研修
生がいるので、１年目の研修生は２年目の
研修生から教わりながら研修を行う。

研修生は、研修を開始した年から生産し
た農産物を有機栽培部会を通じて販売す
る。先輩農家と相談しつつ生産・販売計画
を立てる。こうして部会の販売ベースに
乗って生産することを身につける。
ＪＡは、ゆめファームの研修生に対して
販路として系統利用を強制することはない
が、新規就農者のほぼ全員が100％ＪＡ
に出荷する。その分生産に専念できて、結
果として経営も安定することになる。
研修生は研修２年目になる前には独立
後の農地の目途をつける。早く農地を確
保しないと、就農時点で有機ＪＡＳ認証
を取得することが間に合わなくなるため
である。世話役農家などさまざまなルー
トから農地についての情報を得て目星を
付ける。したがって研修２年目は、研修
農場で生産しつつ、確保した自分の農地
の管理も行うことになる。就農時の経営
規模は50アールから１ヘクタール規模で

写真３　ゆめファームやさとの研修圃場



野菜情報 2022.1052

ある。家族経営で５〜６年目になれば２
ヘクタール程度を耕作していることが多
い。ほとんどが家族経営であり、雇用を
入れている卒業生は２〜３軒である。
研修生にとって農地の確保以上に難しい
のが、住居の確保である。研修生の間はア
パートや空き家に入居することもある。就
農後の住居については、空き家は特に空い
ていた期間が長いと修繕費の兼ね合いなど
もあって貸すことを嫌がる所有者が多い。
住居を探すのはＪＡや研修生本人である。
最近は就農後に圃場に近い土地に家を建て
る研修修了生も多いそうだ。

（４）　次の１歩に向けて
ＪＡやさとでは、慣行栽培であっても、
芽生え（農薬・化学肥料30%減）、若葉（同
50%減）といった区分を行い、基本は農
薬・化学肥料50%減での栽培だ。こうなっ
たのは生協からの取引条件がきっかけであ
り、地域全体として生協向けの生産に取り
組む中で、農薬や化学肥料も使用を制限す
るようになった。その先にある有機農業も
地域で受け入れられていた。この地域農業
全体にとって、東都生協との出会いは大き
かった。
ＪＡやさとの有機農業は、露地栽培が基
本で施設栽培はあまりない。夫婦で２ヘク
タール、全て有機農地として管理するのが
一般的であり、慣行栽培と有機栽培の両方
を行う人や慣行栽培から有機栽培へと転換
する人はほとんどいない。「有機農業に取
り組むなら最初から有機でやらないと」と
有機農業に特化した研修施設が提案された
当時は反対も強かったが、それがあるから
こそ今やＪＡやさとの有機農業者に後継者
不足の問題は無い。

異色のＪＡとも言えるＪＡやさとだが、
「みどりの食料システム戦略」の公表もあ
り、問い合わせや視察要望が増えた。地元
の市町村が学校給食を見直し、有機農産物
を取り入れたいと言うようになってきた。
学校給食については値段がハードルになっ
てまだ軌道には乗り切らないが、ＪＡから
の提案品目を増やしているところだ。小さ
なＪＡとして地道な積み重ねを行ってきた
ＪＡやさとは、今や有機農業においてフロ
ントランナーとなっている。

３　いかに人材と販路を確保するか

ＪＡやさとの取り組みから分かるよう
に、有機農業を地域単位で定着・拡大させ
るに必要なのは人材（＝技術）と販路であ
る。その両方に取り組んでいるからこそ、
ＪＡやさとが有機農業において成功してい
るといえる。
有機農業に関する人材育成に取り組むＪ
Ａの例としては、石川県のはくい農業協同
組合（以下「ＪＡはくい」という）が運営
する自然栽培を学ぶための研修事業「のと
里山農業塾」もある（７）。ＪＡはくいでは、
2010年に「奇跡のリンゴ」で有名な木村
秋則氏の講演会が羽咋市で開催されたこと
をきっかけに「のと里山農業塾」を発足さ
せた（写真４）。これまで11期で研修生
568人を送り出し、その一部の約20人が
ＪＡはくい管内で就農している。自然栽培
に取り組みたいと移住してくる人は若い世
代が多く、人口減の歯止めや地域の活性化
にも貢献している。しかし、現実には移住
者のうち生活が成り立っているのは３分の
１程度だろうとＪＡの担当者はみている。
移住してきた若い農業者は野菜生産者が多
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い。ＪＡは販路開拓のサポートはしている
が、そのような販路に対して必要なロット
と品質が供給できる農家でないとＪＡが販
路を紹介できない。その中で、自ずと自然
栽培農家として自立する農家と家庭菜園程
度の農家とに分かれてきているのが現状で
ある。
一方、ＪＡが関わる有機農産物の販売
についてみれば、生協とのつながりを軸
とする取り組みが多い。例えば、新潟県
の旧ささかみ農協（2022年４月に合併し
てＪＡ新潟かがやきとなった）では、パ

ルシステム生協との交流がきっかけとな
り、有機栽培や環境保全型農業での米を
生産している（８）（写真５）。ＪＡが販売に
取り組む場合は、有機農産物といえども、
ある程度の生産者数・ロットがあること
であり、有機農産物の需要自体が散在す
る中、消費者側として比較的そのような
ニーズの多い生協との連携は有望な販路
と言える。
食料の国内需要が縮小に向かう中にあり
ながらも、国内の有機農産物の需要は拡大
しており、数少ない有望なマーケットとも

写真４　のと里山農業塾

写真５　アイガモを用いたＪＡ新潟かがやき（旧ＪＡささかみ）の有機米圃場
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言える。さらにＩＴの発達などにより、小
ロット多品目であっても、特徴のある産品
の販売は以前よりも容易になっている。肥
料など資材価格が高騰しており、肥料を減
らしたり有機肥料の利用を考えたりする農
業者も増えている。
その中で、ＪＡが有機農業に取り組み、
有機農産物の産地を育てていくためには、
技術革新と並行で行われる生産者の育成、
生協との連携といった新たな販路の開拓、
さらには川下にいる消費者の教育と情報発
信といった取り組みをセットで行うことが
必要だ。そのための職員の教育・人材育成
も必要になる。課題は多いが、政府の「み
どり」戦略による後押しの中、有機農業に
目を向けることは国内農業・産地の生き残
りのための選択肢の１つと考えられるので
はないか。
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